
令和４年度第１回桐生地域保健医療対策協議会議事概要 

開催日時 令和４年７月１９日(火) 19:00-20:20 

開催場所 桐生保健福祉事務所(１階)大会議室   

 

１ 開会 

２ あいさつ（石田桐生保健福祉事務所長） 

３ 出席者紹介 

 ・ 名簿での確認という形で省略 

４ 会長・副会長の選出 

 ・ 選出についての意見なし 

 ・ 事務局案のとおり選出 

会 長：荒木桐生市長 

副会長：須藤みどり市長及び菊地桐生市医師会長 

 ・ 会長あいさつ 

５ 議題（進行：荒木会長） 

 (1) 次期保健医療計画における二次保健医療圏について 

  ・ 資料 1により説明（事務局 小林次長） 

  ・ 質疑等 

なし 

(2) 地域医療構想に関する今後の進め方について 

 ・ 資料 2-1 及び資料 2-2 により説明（事務局 小林次長） 

 ・ 質疑等 

    (委員) 公的又は公立病院のプラン策定について、例えば厚生総合病院では、群馬

大学からの医師派遣ということが非常に不特定な状況であろうし、その上医師

の働き方改革というものが加味されると、人員配置の策定は難しく、各病院で強

化プランなどを策定するのはなかなか難しいと思う。 

    （医務課） 医師の働き方改革というのが、県庁の方でも最大の難問だと考えてい

る。今までの少子･高齢化に、この新しいテーマが付加され大きなインパクトに

なって、かなり混乱をしているので、悪い状況にならないように皆でディスカッ

ションしている状況である。 

医療機関集約化の話も出るが、やはり集約化というのでなく、医師の働き方を

しっかりしながらも、今ある医療機関をしっかり支えていくことが大事かと思

うので、そういうことができるような後押しも含めて、考えていきたい。 

    (委員) 働き方改革で病院の機能がちょっと落ちるのではないかと、そうすると

二次医療圏も拡大しなければいけない。ところが群馬県は地形的に見て、特に桐

生医療圏というのは東に長く西に広いので、交通のアクセスの問題というのも



十分にはどうかなと。位置づけの問題、そういうものも本当に検討しなければい

けないのではないか。 

    (委員) 参考資料の 10 ページ以降は古い。桐生厚生総合病院では、令和 3年から

令和 5 年までの新公立病院改革プラン継続計画というのを作成しているが、今

度、公立病院経営強化プランの策定と言われても、ここに概要の資料が一切なく、

今後どのように進めていくかということをもう少し明確に提示してもらわない

と、病院の中で混乱する可能性があると感じている。 

 新公立病院改革プラン継続計画をまず実行して、それを検証し、その後に経営

強化プランの方に進むものと考えるが、県の考えを聞きたい。 

    （市町村課） 令和２年に、まず最初の国の通知があってからしばらく止まってい

たということで、その間に継続プランを作成いただいたが、３月に国からガイ

ドラインが出て、それに基づき県から病院の事務方には先月末に、旧プランと

の違いを含めて作成項目をお示ししたので、それをもって進めていただきた

い。 

    (医務課) 先ほどの説明のとおり、６月２８日付けで地域医療構想を踏まえた公

立病院経営強化プランの策定についてということで、各公立病院、関係市町村

へ通知している。その通知で公立病院経営強化プランの概要という様式も示

してる。 

配付資料について漏れがあり、大変失礼いたしました。 

    (荒木会長)  事務局は資料の作成等には十分気をつけること。 

 (3) 外来機能の明確化･連携について 

 ・ 資料 3-1、資料 3-2 及び資料 3-3 により説明（事務局 小林次長） 

 ・ 質疑等 

   (委員) 外来機能報告書等に関するガイドラインで、「外来機能報告を行うことが

できる」、「無床診療所のうち、医療資源を重点的に活用する外来を行っている蓋

然性の高い無床診療所を抽出し」とあるが、これはどういうことを指しているの

か。 

   (医務課) 外来機能報告の対象は病院と有床診療所で、無床診療所はそれが「でき

る」という規定になっている。また「抽出し」については厚生労働省がレセプト

データを分析して、対象となりそうな無床診療所をピックアップし、既に個別に

外来機能報告に参加するかどうかを意見聴取していると聞いている。群馬県内

の無床診療所においては、今回参加する診療所は無いと厚生労働省から聞いて

いる。 

   (荒木会長) 「地域の協議の場」については、事務局から案があったとおり、本協

議会並びに地域医療構想部会を活用して行うということで確認をさせてもらい

たい。 



(4) 非常勤の医師を水沼診療所の管理者とすることについて 

 ・ 資料４により説明(報告)（医務課 伊関医療指導係長） 

 ・ 質疑等 

   (桐生市オブザーバー) 資料で、診療日が火曜と木曜となっているが、別途法人か

らもらった資料では火曜日と金曜日になっていたと思うが、もう一度確認願い

たい。 

    (医務課) 当初、火曜日、木曜日ということで資料を作成し、その後変更を反映し

ていなかった。大変失礼いたしました。 

    (荒木会長) では診療日についは、火曜日と金曜日ということでお願いしたい。 

(5) その他 

 ・ 宮川医務課長あいさつ 

６ 閉会 


